
 

 

 

審理員となるべき者の名簿 

 

所属部局 審理員となるべき者 

最高裁判所事務総局行政局 第一課長にある職員 

第二課長にある職員 

第三課長にある職員 

局付にある職員 

第一課課長補佐にある職員 

第二課課長補佐にある職員 

第三課課長補佐にある職員 


